
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 
月分 

需給開始時のスマートでんき等の契約電流 
１０A １５A ２０A ３０A ４０A ５０A ６０A 

4月分 1.06 2.23 4.13 6.97 9.58 12.68 15.10 

5月分 1.03 2.03 3.66 6.00 8.06 10.69 12.59 

6月分 0.97 1.87 3.27 5.27 6.97 9.23 10.93 

7月分 1.00 2.03 3.57 5.77 7.67 10.20 12.07 

8月分 1.03 2.26 4.13 6.77 9.13 12.32 14.42 

9月分 1.07 2.17 3.90 6.40 8.60 11.50 13.50 

10月分 1.03 1.97 3.42 5.52 7.32 9.71 11.45 

11月分 1.06 2.00 3.68 6.06 8.16 10.84 12.81 

12月分 1.17 2.34 4.48 7.59 10.48 13.83 16.55 

１月分 1.27 2.61 5.09 8.88 12.55 16.64 19.82 

２月分 1.29 2.64 5.21 9.07 12.75 16.75 20.11 

３月分 1.17 2.41 4.72 8.14 11.31 14.83 17.72 

省エネオプション 

◆ ◆ 重 要 事 項 説 明 書 ◆ ◆ 

Point 省エネの達成率に応じ、「スマートでんき」、「水のチカラ～あきたｅでんき～」の料金を割引するオプションプランです。 

➢ 料金その他の取扱い 

 個別約款のスマートでんきまたは水のチカラ～あきたｅでんき～（以下「スマートでんき等」といいます。）の適用を受ける

お客さまであること。 

 スイッチング前の小売電気事業者が東北電力株式会社の場合、お客さまから申し出ていただく事項のうち、使用電力量

実績の情報等の提供のために東北電力株式会社が必要とする事項について、当社が東北電力株式会社に提供するこ

とおよび当社が東北電力株式会社から使用電力量実績の情報等の提供を受ける場合があることについてあらかじめ承諾

すること。 

➢ 適用条件 

本書面の内容について 

十分にお読みください。 

省エネ還元額 
スマートでんき等の 

基本料金+電力量料金 
還元率 ＝ × 

※省エネ達成率の算定にあたり、当社が、お客さまの前月の前年同月分の 1 日あたりの使用電力量を確認できない場合は、原則とし
て需給開始時点に適用されるスマートでんき等の契約電流に応じて、以下のモデル使用電力量を前月の前年同月分の 1 日あたり
の使用電力量とみなします。 

《還元率》 

省エネ達成率 還元率 

５％以上１０％未満 0.5％ 

１０％以上   1％ 

 

右記の省エネ達成率に応じ、以下の還元率を適用します。 

各月の料金は、スマートでんき等の料金から省エネ還元額を差し引いたものといたします。 

本書に記載のない事項については、当社が別に定める「基本約款」、「スマートでんき 個別約款」、「省エネオプション 個別約款」、「水のチカラ～あきたｅでんき～ 個別約
款」、「スマートでんき 重要事項説明書」、「水のチカラ～あきたｅでんき～ 重要事項説明書」によります。なお、各種約款等は、当社ホームページ
（https://www.tohoku-frontier.co.jp/procedure/clause/）でご確認いただけます。 

（単位：kWh） ［モデル使用電力量］ 

➢ 料金の適用期間 
料金の適用期間は、省エネオプションによる契約を開始した日の直後の検針日から 2024 年 4 月の検針日の前日までと
いたします。ただし、省エネオプションによる契約が消滅した場合は、消滅日の直前の検針日（消滅日が検針日と同日とな
る場合は、消滅日といたします。）の前日までといたします。 

1 日あたりの使用電力量は、1 月分の使用電力量をその 
1 月の料金算定期間の日数で除してえた値といたします。 

《省エネ達成率》 

省エネ達成率＝ 

1－
前月分の1日あたりの使用電力量

前月の前年同月分の1日あたりの使用電力量
×100 

料金 ＝ スマートでんき等の料金 省エネ還元額 － 

➢ 省エネ還元額の計算方法 

https://www.tohoku-frontier.co.jp/procedure/clause/

